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高速・貸切バスの安全・安心回復プラン

平成２５年１１月
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旅客課

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



高速ツアーバス事故を受けたバス事業の安全対策について

事故概要

平成24年4月29日（日）未明、関越道において高速ツアーバスが乗客45名
を乗せて走行中、道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、乗客38名が重軽傷
を負う事故が発生。

事故概要

国土交通省の対応

・事故直後に「事故対策本部」を設置し、情報収集を実施

●新聞記事（４月２９日読売新聞）

・被害者相談窓口において、被害者の方々からの相談・要望に対応

・緊急対策を実施（平成２４年６月）緊急対策を実施（平成２４年６月）
緊急重点監査の実施、利用者通報窓口の開設 等

・全国一斉点検の実施（適宜実施）

「高速 貸切バスの安全 安心回復プラン」の策定（平成２５年４月）

・全国一斉点検の実施（適宜実施）
国土交通省職員が法令遵守状況を確認

●一斉点検の様子
（平成２４年７月 新宿にて）

・「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」の策定（平成２５年４月）

新高速乗合バスへの移行・一本化

悪質事業者への集中的な監査・厳格な処分

交替運転者配置基準の導入による過労運転の防止 等交替運転者配置基準の導入による過労運転の防止 等

今後２年間にわたり、安全性向上に向けた取組を集中的に実施



平成２４年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて バス事業の規制等のあり方について検討を行うため

各検討会の実施について（平成２４年度）

バス事業のあり方検討会 貸切バス運賃・料金ＷＧ 監査のあり方検討会 過労運転防止検討会

平成２４年４月に発生した関越道高速ツア バス事故を受けて、バス事業の規制等のあり方について検討を行うため、
各課題に対応した検討会を設置し、有識者や業界団体等の御意見を踏まえながら検討を実施。

○ 運行管理、安全管理等の
制度の見直し

○ 参入規制のあり方、公正
な取引の確保方策の検討等

○ 取引実態、法令遵守、
サービス改善等の観点から
の運賃・料金制度の見直し

○ 運賃 料金制度の遵守

○ 悪質な事業者に対する
重点的な監査の実施

○ 重要な違反に対する迅
速な是正措置や厳格な

○ 高速乗合バス・貸切バ
スに係る過労運転防止
のための交替運転者の
配置基準の設定 等な取引の確保方策の検討等 ○ 運賃・料金制度の遵守

の徹底 等

速な是正措置や厳格な
処分の実施 等

配置基準の設定 等

報告書の策定報告書の策定 報告書の策定報告書の策定 報告書の策定報告書の策定

報告書の策定報告書の策定
報

告

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」

（平成２５年４月２日策定・公表）（平成２５年４月２日策定・公表）



高速・貸切バスの安全・安心回復プラン①



高速・貸切バスの安全・安心回復プラン②



高速・貸切バスの安全・安心回復プラン③



高速・貸切バスの安全・安心回復プラン④



高速・貸切バスの安全・安心回復プラン⑤



高速・貸切バスの安全・安心回復プラン（概要）
平成24年4月29日午前4時40分頃、関越道において高速ツアーバス※が乗客45名

を乗せて走行中、道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、乗客38名が重軽傷。

事故概要事故概要
事
故

貸切バス事業者をめぐる構造問題貸切バス事業者をめぐる構造問題

を乗せて走行中、道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、乗客38名が重軽傷。
※ 高速ツアーバス：旅行業者が貸切バスを使って、実態としては高速乗合バスと同様のサービスを旅行商品として提供しているもの。

「高速ツアーバス」の業態構造に起因した問題「高速ツアーバス」の業態構造に起因した問題

故
発
生

 利用者 旅行業者 貸 切 バ ス 事 業 者
企画旅行契約 貸切運送契約

構

企画旅行契約 貸切運送契約

貸切バス事業者をめぐる構造問題貸切バス事業者をめぐる構造問題

○ 規制緩和により事業者数・車両数は大幅増加したが、需要増は
限定的

→ 価格競争の激化、事業者収入の低下
→ 安全管理や法令遵守意識の低下 過労運転の常態化

「高速ツアーバス」の業態構造に起因した問題「高速ツアーバス」の業態構造に起因した問題

○ 事業実施主体は旅行会社であり、そのサービスは旅行
商品という位置づけ

→ 利用者に対する安全性確保や利用者保護の責任が曖
昧なことが最大の問題点

構
造
的
な → 安全管理や法令遵守意識の低下、過労運転の常態化

→ 届出とは異なる運賃・料金収受の取引の広がり
→ 口頭による発注・取引の慣行化

○ 許可審査や監査による事業者のチェックが不十分

昧なことが最大の問題点

→ バス停留所等の設置義務を負わないため、違法駐停
車や周辺環境への悪影響等の問題

→ 夜間長距離のワンマン運行による過労運転の常態化

な
問
題
点

高速バス

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」 （平成２５年４月２日策定）
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許可審査の厳格化等を通じ不良事業者の参入を防止。

また 法令遵守状況の点検 悪質事業者への集中的な監査・厳格な
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が一体となった安全管理・運行管理体制を構築

また、法令遵守状況の点検、悪質事業者への集中的な監査 厳格な
処分の実施により、市場を適正化
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）有識者・バス事業者等の参加する中央及び地方の会議でフォローアップ

４月
の
配
置

防
止

６月

新運賃・料金制度への移行と旅行業者等を含めた周知
安全コストを反映したわかりやすい新運賃・料金
制度の導入と、新制度に基づく書面取引の徹底



新高速乗合バスへの移行・一本化

「「 高 速高 速 ツ ア ー バ スツ ア ー バ ス 」」 の 業 態 構 造 に 起 因 し た 問 題の 業 態 構 造 に 起 因 し た 問 題 平成２５年７月末までに
○ 実施主体が旅行業者であり、そのサービスは旅行商品という位置づけ

→ 利用者に対する安全性確保や利用者保護の責任が曖昧なことが最大の問題点

→ バス停留所等の設置義務を負わないため、違法駐停車や周辺環境への悪影響
等の問題

→ 夜間長距離のワンマン運行による過労運転の常態化

新高速乗合バスへの移行・一本化を完了

※平成２５年８月からは

高速ツアーバスの運行は認めない

安 全 面 の 要 件 を 厳 格 化

夜間長距離のワンマン運行による過労運転の常態化

高速乗合バス事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、他の高速乗合バス事業者に運行委託できる「管理の受委託制度」について、
必要な安全確保措置を講じた上で、貸切バス事業者に対して委託できる類型を追加。



改善基準告示（従来からの規定）

過労運転防止のための交替運転者の配置基準

改善基準告示（従来 ら 規定）

改善基準告示 ＜バス、タクシー、トラック対象＞

ワツ
ー

共
通

○ 拘束時間：原則、１日１３時間まで （１６時間まで延長可能。ただし１５時間以上は週に２回まで）

ン
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ン
・

ー
マ
ン
運
行

通
の
基
準

○ 休息時間：１日継続８時間以上

○ 運転時間：２日を平均して１日９時間まで

○ 連続運転時間：４時間毎に３０分以上の休憩を確保 （１回につき１０分以上で分割可能）

高速・貸切バスの交替運転者の配置基準

改善基準告示に追加して、高速・貸切バスに
ついて交替運転者の配置基準を策定

高速 貸切 スの交替運転者の配置基準

配置基準（平成２５年８月全面適用）
＜新高速乗合バス・貸切バス対象＞

○ 距離：実車距離は原則５００kmまで
○ 乗務距離による交替運転者の配

置指針 （平成２０年６月策定）

ワ
ン
マ
ン

昼
間

○ 距離：実車距離は原則５００kmまで

○ 時間：運転時間は原則９時間まで

○ 距離：実車距離は原則４００kmまで （※）

置指針 （平成２０年６月策定）

＜貸切バス対象＞

⇒ 発注者（旅行業者等）が把握しや

すいよう、改善基準告示で定められ

高
速
ツ
ア
ー
バ

事
故
を
受
け

基
準
の
見
直 ン

運
行
の
上
限

夜
間

○ 距離：実車距離は原則４００kmまで （※）

○ 時間：運転時間は原則９時間まで

○ 連続乗務：連続４夜まで
＊ただし、４００km超は連続２夜まで

すいよう、改善基準告示で定められ

た運転時間の上限（２日平均９時

間）に相当する乗務距離の上限６７０

ｋｍとする指針の策定

バ
ス

け
た

直
し

限
＊ただし、４００km超は連続２夜まで

※ 夜間高速ツアーバスについては平成２４年７月から、
夜間貸切バスについては平成２４年１２月から先行実施

※ 平成２５年８月の交替運転者の配置
基準全面適用を受けて廃止





悪質事業者への集中的な監査と悪質事業者 集中的な監査
厳格な処分の実施

平成２５年１１月

自動車局 安全政策課自動車局 安全政策課

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



悪質事業者への集中的な監査と厳格な処分の実施

バス・タクシー・トラック事業者に対する監査方針・行政処分等の基準に係る通達改正 平成25年９月通達改正ラ 事業者 す 針 行政処分等 準 係 通 改

（１）悪質な事業者に対する集中的な監査実施
・監査端緒の充実を図りつつ、違反歴等の当該事業者に関する情報等を適切に把握し、重大かつ悪質な

法令違反の疑いのある事業者に対して優先的に監査を実施

監査方針
・このため、各種通報、法令違反歴等を基に優先的に監査を実施する事業者及び継続的に監視していく

事業者のリストを整備

（２）街頭監査を新設
・バス分野を念頭に街頭監査を新設

着

平成２５年
１０月１日施行 ・利用者等からの情報や多客期等をとらえ、バスの発着場などにおいて、交替運転者の配置、運転者の

飲酒、過労等の運行実態を点検

・悪質・重大な法令違反の処分を厳格化→事業停止（30日間）

１０月１日施行

※処分厳格化により新たに追加された事業停止（３０日間）については、平成26年1月1日から適用

・運行管理者の未選任（現行：４０日車）
・整備管理者の未選任（現行：４０日車）
・全運転者に対して点呼未実施（現行：点呼未実施率５０％以上、４０日車）

監査拒否 虚偽の陳述（現行：６０日車）

行政処分
等の基準

・監査拒否、虚偽の陳述（現行：６０日車）
・名義貸し、事業の貸渡し（現行：６０日車×違反車両数）
・乗務時間の基準に著しく違反（現行：１２０日車）
・全ての車両の定期点検整備が未実施（現行：２０日車×違反車両数）

事業停止後も引き続き法令違反の改善なし 許可取消
等の基準

・事業停止後も引き続き法令違反の改善なし→許可取消

・その他、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転者の選任等→処分量定の引き上げ

・軽微な法令違反の対象を拡大→文書警告
記録の記載不備については 違反件数の多寡によらず文書警告（行政指導）

平成２５年
１１月１日施行

記録の記載不備については、違反件数の多寡によらず文書警告（行政指導）

・運行管理者資格者証返納命令の厳格化
返納命令の適用事項を見直し、運行管理者の名義貸しの禁止を明示等



事業用自動車の重大事故に関する事業用自動車 重大事故 関する
事故調査機能の強化

平成２５年１１月

自動車局 安全政策課自動車局 安全政策課

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



事業用自動車の重大事故に関する事故調査機能の強化①

経緯

○ 運輸技術審議会・答申（平成１１年６月）
事故情報の収集・分析体制を充実しつつ、事業用自動車の安全対策及び車両に係る安全対策の充実を図る必要が指摘さ

れた。→ 有識者による「交通事故要因分析検討会」の設置（平成１３年度～）

経緯

○ 平成２０年運輸安全委員会設置法改正時の附帯決議等
平成２０年の運安委設置法改正時の附帯決議等において、「法施行５年後において、業務範囲に自動車事故を加えるなど、

運輸安全委員会の在り方について検討する」こととされた。 → 平成２５年10月に５年が経過

現状課題、社会的要請 課題等への対応

国委委

○ 事故の多面的調査や、事故の背景にある組織
的・構造的問題等の分析が必ずしも十分でない。
専門性の更なる向上も必要

○ より高度かつ複合的な調査・分析の実現

⇒ 交通、道路、車両等に加え、組織マネジメント、健康・
過労、ヒューマンファクター等の分野の専門家により、

国
土
交
通
省

委
託
に
よ
り

委
員
会
」
を
設専門性の更なる向上も必要。

（現在、運輸局職員が調査。自動車局単独で設置した
「交通事故要因分析検討会」で分析）

より高度な複合分析を実施
⇒ 関係機関の連携や情報共有を強化
⇒ 運輸安全委員会からの技術的助言

省
と
警
察
庁

り
、
「
事
業
用

設
置
し
、
調

○ 客観性の更なる向上、施策への反映

⇒ 外部に中立的な事故調査委員会を設置
⇒ 再発防止策の「意見 を提出

○ より客観性、実効性のある再発防止策が望ま

の
協
力
の
下

用
自
動
車
事
故

調
査
・分
析
を ⇒ 再発防止策の「意見」を提出

（国交省、警察庁がこれを真摯に受け止め、所要の措置を
講じる）

れる。 （現在は内部検討会からの報告）
下
、
外
部

故
調
査

を
実
施

1



事業用自動車の重大事故に関する事故調査機能の強化②

○ 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については 事故の背景にある組織的・構造的問題の更なる○ 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事故の背景にある組織的・構造的問題の更なる
解明を図るなど、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析と、客観性がありより質の高い再発防止策の提
言を得ることが求められているところ。

○ このため 国土交通省自動車局 道路局及び警察庁交通局の協力の下 外部委託により「事業用自動車事○ このため、 国土交通省自動車局、道路局及び警察庁交通局の協力の下、外部委託により「事業用自動車事
故調査委員会（仮称）」を設け、事業用自動車の重大事故の事故要因の調査分析と再発防止策の提言を行わ
せることとする（平成26年度から実施予定）。

今後の事故調査

警察庁
協力

事故発生

国土交通省

特に重大な事故 重大な事故

事業用自動車事故調査委員会（仮称）

○ 複数専門家による現地調査を実施（地方運輸局、道路管理
者、都道府県警察に同行するなどによる）

○ 現地調査結果や関係機関の情報、類似事故データ等を
踏まえ、人、道、クルマや、労働・健康問題や事故の背景

○ 関係機関による調査結果等を活用。

○ これに加え、過去の類似事故データ等を踏まえ、人、
道、クルマや、労働・健康問題や事故の背景に潜む組
織・構造的な要因について 複合的な分析を実施

要因分析、再発防止策（案）の作成・審議

に潜む組織・構造的な要因を含む、複合的な分析を実施。
織・構造的な要因について、複合的な分析を実施。

報告書（再発防止策に関する意見）の提出

※運輸安全委員会の
技術的助言を得る
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車両安全対策の動向

平成２５年１１月

自動車局 技術政策課自動車局 技術政策課

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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自動車の安全性向上対策について

交通事故削減への取り組み

平成23年6月 交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部会報告書がとりまとめられた

交通事故削減への取り組み

政府目標を踏まえ車両安全対策の目標を設定
平成32（2020）年までに、交通事故死者数を1,000人削減（平成22年比）

自動車局では、３つの施策（安全基準等の拡充・強化、ＡＳＶ推進計画、自動車アセスメント）
の連携により車両安全対策を進めているの連携により車両安全対策を進めている。

安全基準等の拡充・強化
事故分析等に基づき、安全基準や

情報提供による普及
促進と安全基準の連携

新技術を踏まえた安全基準・普及
策の策定に関する連携 事故分析等に基づき、安全基準や

ＡＳＶ普及等について検討
促進と安全基準の連携策の策定に関する連携

ＡＳＶ推進計画 自動車アセスメント新技術のユーザー理解

事故の削減

推
産学官の協力により、新技術の

開発・実用化・普及促進

自動車
安全性の比較試験の実施等
によりユーザーに情報提供

新技術の ザ 理解
促進に関する連携
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安全基準等の拡充・強化（制動装置に係る基準改正）

自動車（バス トラック及びトレーラー）に備える制動装置について 「制動装置に係る協定規則自動車（バス、トラック及びトレ ラ ）に備える制動装置について、「制動装置に係る協定規則
（第13号）」を採用し、平成25年８月に保安基準等を改正。
車両安定性制御装置（EVSC）を一部の自動車に義務付け、アンチロックブレーキシステム
（ABS）を全ての自動車に義務付けるなどの改正を実施。（ABS）を全ての自動車に義務付けるなどの改正を実施。
新型車については平成26年11月以降、継続生産車については平成29年2月以降に順次適用す
る予定。

車両安定性制御装置 (EVSC: Electronic Vihicle Stability Control)

走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置

3
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先進安全自動車（ＡＳＶ）の普及促進策（基準策定、補助制度、税制特例）

大型車の事故発生時の被害が大きくなる可能性が高いため、平成26年11月から大型トラック・バスに対して衝突被害軽減ブレーキを順次義務付け。

（大型トラック：平成24年３月に技術基準策定、バス：平成25年１月に技術基準策定）

衝突被害軽減ブレーキ等のＡＳＶ装置を搭載した事業用自動車の購入に対して、平成19年より補助を実施。（平成25年度の募集は終了）

平成24年４月から、衝突被害軽減ブレーキを搭載した大型トラックに対して、自動車重量税・自動車取得税に係る税制特例措置を実施。平成25年

度税制改正において バスを税制特例対象に追加度税制改正において、バスを税制特例対象に追加。

対象
衝突被害軽減ブレーキ

の義務付け時期

○補助制度

補助対象装置 補助対象車種 補助金額

・車両総重量8トン以上のトラック 上限

○基準策定

車両総重量22ｔ超のトラック
（新型）平成26年11月～

（継続）平成29年９月～

車両総重量13ｔ超のトラクタ
（新型）平成26年11月～

（継続）平成30年９月～

①衝突被害軽減ブレーキ
車両総重量8トン以上のトラック 上限

１００，０００円※・バス

②

・ふらつき注意喚起装置 ・車両総重量8トン以上のトラック
上限

５０，０００円※
・車線逸脱警報装置 ・バス

・車線維持支援制御装置 ・タクシー
（継続）平成30年９月～

車両総重量20ｔ超22ｔ以下のト

ラック

（新型）平成28年11月～

（継続）平成30年11月～

車両総重量12 超のバス
（新型）平成26年11月～

○税制特例

③車両横滑り防止装置
・車両総重量8トン以上のトラック 上限

１００，０００円※・バス
※１車両あたり複数の装置を装着する場合にあっては、１車両当たり上限１５０，０００円

車両総重量12ｔ超のバス
（新型）平成 年 月

（継続）平成29年９月～
自動車重量税 自動車取得税

50％軽減
取得価額から
350万円控除

○税制特例

衝突被害軽減ブレーキ

車両総重量20ｔ超のトラック
車両総重量13ｔ超のトラクタ

H24.5～H26.10 H24.4～H26.10

車両総重量８ｔ超20ｔ以下のトラック H24.5～H27.4 H24.4～H27.3

車両総重量12ｔ超のバス H25.4～H26.10 H25.4～H26.11

車両総重量５ｔ超12ｔ以下のバス H25.4～H27.4 H25.4～H27.3 4



運転支援システム（ＡＳＶ技術）の高度化

○車両単体 運転支援シ ムや 通信を利用した運転支援シ ム等 日本再興戦略○車両単体での運転支援システムや、通信を利用した運転支援システム等の
先進安全自動車（ASV）の開発・普及を促進することにより、交通事故死傷者
数を低減し、世界一安全な道路交通を実現する。
○さらに、将来的には、自動走行システムの実現につなげる。

日本再興戦略

Ⅱ．二．テーマ３：安全・便利で
経済的な次世代インフラの構築

②ヒトやモノが安全・快適に移動
することのできる社会○さらに、将来的には、自動走行システムの実現につなげる。 することのできる社会

通信利用型運転支援システムの規格の策定、開発促進、実用化車両単独の運転支援システムの普及促進・
更なる高度化

○実用化された運転支援システム
衝突被害軽減ブレーキ
車線維持支援制御装置
ＡＣＣ（定速走行 車間距離制御装置）

○路車間通信利用運転支援システム
ACC車両との路車連携による渋滞対策の推進
道路構造データを活用した安全運転支援システム
の開発促進

更なる高度化

ＡＣＣ（定速走行・車間距離制御装置）

○車車間通信利用運転支援システム
出会い頭時注意喚起システム

の開発促進

○歩車間通信利用運転支援システム

○ドライバー異常時対応システム
ドライバーモニタリングシステム

○歩車間通信利用運転支援システム
飛び出し時注意喚起システム

モニターカメラ

カメラ撮影範囲

ドライバーの状態を検知
・ITS世界会議東京2013におけるデモの実施
・車車間通信システム/歩車間通信システムを利用した大規模公道

ドライバー
・車車間通信システム/歩車間通信システムを利用した大規模公道
実証実験の実施と評価

ヒトやモノが安全・快適に移動することのできる社会の構築 ～安全・便利で経済的な次世代インフラの構築

先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進による交通事故死傷者数の低減
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自動車アセスメントの概要

自動車等 安全性能評価を 表 自動車 ザ が安全性 高 自動車等を 択 す 境を整備す も自動車等の安全性能評価を公表し、自動車ユーザーが安全性の高い自動車等を選択しやすい環境を整備するとともに、メーカー

に対しより安全な製品の開発を促すことによって、安全な自動車等の普及促進を図る自動車アセスメント事業を実施している。

自動車アセスメント 自動車アセスメント

○フルラップ前面衝突試験 ○オフセット前面衝突試験

安全性能の比較情報を★の数等にて分かりやすく提供

○フルラップ前面衝突試験 ○オフセット前面衝突試験

平成１９年度：ＥＳＣ（横すべり防止装置）及び被害軽減ブレーキの装

備状況を特記

平成２０年度 カ テンエアバッグの保護性能評価及び装備状況を特記

自動車アセスメントの充実

○側面衝突試験

平成２０年度：カーテンエアバッグの保護性能評価及び装備状況を特記

平成２１年度：後席シートベルトの使用性等評価、後席乗員の保護性能

評価、衝突時の乗員頸部の保護性能評価

平成２３年度：新たな衝突安全性能総合評価、歩行者脚部保護性能試験、

電気自動車等の感電保護性能評価
○後面衝突頚部保護

ESC 後席シートベルト 頸部保護性能 歩行者脚部保護性能試験

電気自動車等の感電保護性能評価

平成２６年度以降：予防安全技術に関する評価を随時導入予定

○歩行者頭部保護性能試験 ○歩行者脚保護性能試験 6



トラック産業の将来ビジョンに関する検討会トラック産業の将来ビジョンに関する検討会
トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議

平成２５年１１月

自動車局 貨物課自動車局 貨物課

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



トラック産業は、産業活動や国民生活に不可欠な貨物の輸送サービスを提供する事業であり、国民生活の向上・

社会経済の維持発展に欠かせない重要な社会的基盤

「トラック産業の将来ビジョンに関する検討会」について

社会経済の維持発展に欠かせない重要な社会的基盤。

＜トラック産業を取り巻く環境の変化＞

検討会委員の視点

経済のグローバル化や少子高齢化の進展に伴い、トラック産業においても、
今後国内需要は頭打ち
安全対策や環境対策に対する社会的な要請の高まりを踏まえ、これまでの
努力に加え、更なる対策が必要

新技術 普及 活用が重要

需給調整の廃止以降、市場の活性化や物流コ
ストの低減等の効果があった一方、競争の激
化等により、小規模事業者を中心に厳しい競争

規制緩和後の環境

平成２２年３月２日に第１回検討会を開催、平成２２年７月７日（第４回検討会）に中間整理。
平成２４年１２月２５日まで計５回の検討会を開催。

検討会委員 学識経験者（座長：野尻流通経済大学教授） 有識者 荷主団体 業界団体 トラック事業者 労働組合 行政 等

ＩＴ・新技術の普及・活用が重要
化等により、小規模事業者を中心に厳しい競争

検討会委員 学識経験者（座長：野尻流通経済大学教授）、有識者、荷主団体、業界団体、トラック事業者、労働組合、行政 等

最低車両台数のあり方や適正運賃収受に

＜最低車両台数・適正運賃収受
ワーキング・グループ＞ 第５回ビジョン検討会において設置を決定。これまでに計２回開催。

（平成２５年２月２１日第１回作業部会、平成２５年６月１２日第２回作業部会）

＜取組作業部会＞ 構成員：学識経験者、荷主団体、トラック事業者等

最低車両台数のあり方や適正運賃収受に
向けた取り組みについて、検討を実施。

【報告書骨子】（平成２４年１０月１５日第
７回ＷＧにおいて とりまとめ ）

（平成 年 月 第 回作業部会、平成 年 月 第 回作業部会）
検討課題
（１）参入時基準の強化について
（例）運行管理者制度の充実対策、参入時の基準等の強化

（２）多層構造の弊害の解消に向けた施策について７回ＷＧにおいて、とりまとめ。）

Ⅰ．事前チェックのあり方
Ⅱ．市場構造の健全化等に向けて
Ⅲ．運賃料金の適正収受に向けて

（ ）多層構造の弊害の解消に向けた施策に て
（例）書面化の推進、荷主勧告制度の運用強化等荷主等に対する対策

（３）水平構造の改善について
（例）共同点呼の推進

（４）適正化事業の充実について
に係る施策の提言とともに、今後、参入時
基準や多層構造の弊害の解消等に係る対
策を推進する作業部会を設置を提言。

（４）適正化事業の充実に いて
（例）悪質違反に係る通報制度の創設、安全性評価事業（Ｇマーク）の推進

（５）事後チェックの充実について
（例）効果・効率的監査の推進



＜目的＞

トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議について

独占禁止法及び下請法の違法行為の未然防止や燃料サーチャージ制の導入等を含め、適正取引の推進対策につ
いて、広く荷主、元請事業者､貨物自動車運送事業者等が協議していくため、トラック輸送適正取引推進パートナーシ
ップ会議を中央及びブロック毎に設置している。

＜目的＞

（１）適正取引に向けた従来よりの議論を進化させ、平成２３年度より、５つの課題「長時間にわたる手持ち時
間の発生」 「契約に基づかない付帯作業の要求」 「契約書面の不交付」 「 方的な運賃減額」 「協賛金等

＜最近の主な議論＞

間の発生」、「契約に基づかない付帯作業の要求」、「契約書面の不交付」、 「一方的な運賃減額」、「協賛金等
の要請」に重点化して、パートナーシップ会議で改善方策の検討を実施中。
（２）荷主と貨物自動車運送事業者との間の取引に係る各課題全体への改善方策として、「書面化」が極めて
有効との議論が行われ、その実現に向けて調整を推進していくこととされた。

・Ｈ２０． ５．２８ 第１回 トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議 開催
Ｈ２０ １１ １７ 第２回 トラック輸送適正取引推進パ トナ シップ会議 開催

＜会議開催経緯及びメンバー＞ （中央分）
○野尻 俊明（流通経済大学教授）
○齊藤 実 （神奈川大学教授）

パートナーシップ会議メンバー

・Ｈ２０．１１．１７ 第２回 トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議 開催
・Ｈ２１． ３．１８ 第３回 トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議 開催
・Ｈ２１． ６．１７ 第４回 トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議 開催
・Ｈ２３． ６．１５ 第５回 トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議 開催
・Ｈ２４． ８． ６ 第６回 トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議 開催

○松島 茂 （東京理科大学専門職大学院教授）
○一般社団法人 日本経済団体連合会
○日本商工会議所
○日本チェーンストア協会
○日本機械輸出組合

・Ｈ２５． ３．２７
第７回 トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議 開催

議題 １．書面化等適正取引推進について
２．軽油高騰対策の推進について

○公益社団法人 全日本トラック協会
○一般社団法人 東京都、大阪府、富山県トラック協会
○日本通運株式会社
○全日本運輸産業労働組合連合会
○全国交通運輸労働組合総連合軽油高騰対策の推進に て

３．消費税転嫁対策の情報について
４．トラックの荷役作業における労働災害防止について

○全国交通運輸労働組合総連合
○中小企業庁事業環境部取引課
○国土交通省自動車局貨物課
○大臣官房参事官（物流産業）

事務局：国土交通省自動車局貨物課


